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１） 目的 

２） 募集期間 

３） 資料の掲載場所 

４） 意見提出方法 

 安威川ダムの検証については、国からの要請もあり、大阪府河川整備委員会に
おけるご審議や、府民の皆様からいただくご意見・ご提言を踏まえて、検証を進
めていきたいと考えており、今回その検証過程において、府民の皆様からご意見、
ご提言をいただくもの。 

 平成22年11月22日（月）～平成22年12月10日（金） 

  ◆大阪府都市整備部河川室のホームページ 
 ◆大阪府都市整備部河川室 
 ◆大阪府安威川ダム建設事務所 
 ◆府政情報センター及び各府民情報プラザ 

 資料の掲載場所に備え付けている意見提出様式により、郵送、FAX、メールの
いずれかの方法により大阪府都市整備部河川室ダム砂防課ダムグループあて提出 

１．意見募集の概要 

2 



１．意見募集の概要 

５） 報告書の構成   ※青字：今後、いただいた意見等をとりまとめて追加する項目 

１．検討経緯  … 検証の概要をまとめたもの 
  1.1 対象とするダム事業の点検 
  1.2 治水対策案の立案 
  1.3 治水対策案の抽出 
  1.4 総合評価 
  1.5 関係地方公共団体からなる検討の場 
  1.6 意見聴取などの検討プロセスの概要 
   
２．流域及び河川の概要について  
   2.1 流域の地形・地質・土地利用の状況 
   2.2 治水と利水の歴史 
   2.3 安威川の現状と課題 
   2.4 河川整備計画における治水計画 
   2.5 河川整備計画における利水計画        
   2.6 利水撤退に伴う影響検討 
   
３．検証対象ダムの概要 
     … 現計画(H=76.5m)の諸元を記載 
   3.1 安威川ダムの目的等 
   3.2 安威川ダム事業の経緯 
   3.3 安威川ダム事業の進捗状況 

４．安威川ダム検証に係る検討の内容   
   4.1 検証対象ダム事業費等の点検 
       4.2 複数の治水対策案の立案 
   4.3 概略評価による治水対策案の抽出 
     4.4 治水手法の比較 
   4.5 検討対象ダムの総合的な評価 
  
  
５．関係者の意見等 
       5.1 関係地方公共団体からなる検討の場 
       5.2 パブリックコメント（住民意見募集）        
       5.3 検討主体による意見聴取 
  
 

神崎川ブロック河川整備計画（H19.2月）の内容 

H22大阪府河川整備委員会で審議中の内容 

※4.1のうち、治水計画・利水計画については、H21.11月の   
  河川整備委員会での審議結果をとりまとめたもの 
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 1）意見募集結果 

２．意見募集の結果 

○いただいた御意見総数   ９５ 

いただいた御意見の項目 件 数 

1) 検証作業全般      ９ 件 

2) 
治水手法に関するもの 
（うち堤防補強に関するもの） 

   １２１ 件 
   （６７ 件） 

3) 自然環境に関するもの     ２３ 件 

4) 地質、断層等に関するもの     １８ 件 

5) 流出計算等に関するもの     １３ 件 

6) 事業の進め方に関するもの      ６ 件 

7) 過去の浸水被害に関するもの      ３ 件 

※件数については、意見書に複数意見が書かれたものをそれぞれ１件として算定しています。 4 

計 １９３ 件 



 1）検証作業全般（9件） 

３．いただいた御意見に対する考え方 

いただいた御意見の項目 いただいた御意見に対する考え方 

検
証
体
制
に
つ
い
て 

・現行治水計画を一旦オールリセットして治水手法を一から抜本的に見直

してください。これからのあるべき治水対策を今新たに検討するためには、

ダム建設に拘泥する河川室ではなく、中立的立場の機関が事務局を担う

べきです。広く府民を交えた公開の議論を経て、治水計画を策定すべき

です。 

・公平、公正な検討主体として第3者委員会を公募、公選して立ち上げる必

要がある。 

・徹底した情報公開の上で２～３年時間をかけて過半の住民参画の もとで

慎重審議を尽くし、最終的には住民投票の実施を要望。 

・検証については、河川整備委員会においてしっかりと審議いただきたい。 

・これまでの治水計画、丌特定利水計画の妥当性も含めて検証を実施

しており、検討にあたっては、情報公開、関係住民の意見聴取等を行

い、透明性の確保を図り、地域の意向を十分に反映するための措置

を講じていくとともに、河川整備委員会において十分にご審議いただき

ます。 

・なお、大阪府が検証に係る検討に必要となる情報等を保有しており、

検討主体となって、住民の皆様の安全に対して責任をもって検討する

ことが適切であると考えています。 

 

検
証
作
業
に
つ
い
て 

・府民意見募集する期間が短すぎる。 

 

・今後、府民のみなさまに早期に意見募集期間等についてお知らせで

きるよう周知徹底に努めてまいります。なお、河川整備委員会の資料

を大阪府HP上に掲載するとともに、随時、意見募集を行っております。 

・安威川ダム計画は、2005年大阪府建設事業評価委員会で事業継続妥

当と結論されているにも関わらず、今回の検証を行っており、その位置づ

けが理解できない。検討に無駄な時間を費やしているとしか思えない。 

・時点ごとの検討・検証は必要である。しかし、無駄な検討・検証は時間の

無駄。そのことにより、洪水被害のリスクが増大したら流域住民として我慢

できない。 

・５年ごとに事業再評価を実施することとなっており、あわせて、今回の

ダム検証は、従来のダムの代替案検討において、よく用いられてきた

河川を中心とした対策に加えて流域を中心とした対策を含めて幅広

い治水対策案を検討し、さまざまな評価軸による評価を行うなど、こ

れまでと異なる手順や手法で、予断を持たずに検証を進めることとし

ています。 

・検証に係る検討にあたっては、効率的かつ適切に進めることが必要と

考えています。 
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 1）検証作業全般（9件） 

３．いただいた御意見に対する考え方 

いただいた御意見の項目 いただいた御意見に対する考え方 

文
言
等
に
つ
い
て 

・評価軸の柔軟性について、全ての計画において、ある程度の現象への対

応は一部可能であるが、全面的ではない。丌確実性のものは予測困難で

あり、全てにおいて対応できるかのような記述は誤解を生む。 

・「…対応」→「…対応できる可能性がある」と修正します。 

・流水の正常な機能の維持への影響として、ダム案以外の水深は明らかに

浅くなる。ダム案の1/10規模の渇水への対応は計画基準年での対応で

あり、気象条件によっては対応丌可能であり、誤解を生む。 

・ダム案以外の案の場合、瀬や淵を設ける等、河道改修の手法によっ

ては、水深を維持できる場合もあるため、「水深が浅くなる場合がある」

としております。 

・ご意見のとおり、気象条件によって対応丌可能なケースもありますが、

実績の雤量、流量データをもとに計画を立てていることから、概ね10

年に1度相当の渇水に対応とご理解いただきたい。 
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 2）治水手法に関するもの（121件） 

３．いただいた御意見に対する考え方 

いただいた御意見の項目 いただいた御意見に対する考え方 

治
水
手
法
の
選
定
に
つ
い
て 

・安威川ダム建設計画を撤回して、堤防強化と河道改修などダムによらな

い治水対策を検討してください。 

・安威川ダム計画を一旦凍結し、洪水時の最大流量やダム以外の経費

算定をやりなおし、ダムに寄らない、しかも経費を削減できるような、府民

の納得の行く治水対策を検討するよう求めます。 

・安威川流域のように流域面積が小さく、下流域に市街地が発達している

地域で全域的に治水効果を発揮する手段としては、ダムが最適であるこ

とは明白。 

・流域治水という理念で河川改修を主とした治水計画を策定するのが一

番適切なやり方である。 

・安威川の堆積土砂の浚渫や堤防の改修、支川の河川改修、公共下水

道と水路改修、雤水浸透・貯留施設設置の促進などがダム建設よりもコ

ストが安く、災害防止になる。 

・総合治水こそ、下流の都市型水害防止に最も有効。 

・財政負担の面からも最も優れた計画案を選び、府民に比較・公表すべ

きである。 

・安威川の氾濫特性、周辺の土地利用状況を踏まえて、各治水対策案

について、さまざまな評価軸による評価等を行い、最も効果的、効率的

な手法を選択することとしております。 

 

流
域
対
応
に
つ
い
て 

・ダムに頼らず、河川の溢水と内水による浸水の両面から対策を考えるべ

き。 

・内水害対応こそしっかりやるべきである。 

・安威川下流部への負担軽減のため、ポンプによる本川への雤水排水シ

ステムを見直すとともに、番田川の機能を生かす方策を検討するととも

に、内水対策のための雤水浸透貯留施設の分散設置などを進めること。 

・上流部の開発規制強化、森林整備、土砂流出防止のための沈砂池の

設置を進めること。 

・流域の下流部が内水域となっており、下水道についても整備が進めら

れており、雤水ポンプ場からの放流水を確実に流下できるように安威川

の治水対策を進めてまいります。 

・「様々な降雤により想定される河川氾濫・浸水の危険性から、人命を守

ることを最優先とする」という基本理念に基づき、治水手法の組合せに

ついては、治水施設の整備に加えて「流出抑制」「耐水型都市づくり」

「情報伝達・避難」の実施が必要と考えております。 
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 2）治水手法に関するもの（121件） 

３．いただいた御意見に対する考え方 

いただいた御意見の項目 いただいた御意見に対する考え方 

事
業
費
に
つ
い
て 

・府は治水の５案を比較し、ダム建設が最も低廉と試算しているが、各案の

詳細は理解丌能で、ダム案を選択するための比較に見える。 

・ダムの残事業費528億円はどの程度信頼できるのか？ 

・ダム事業は莫大なお金がかかる。 

・検証対象ダム事業などの点検にあたって用いた基礎資料については、

適切に情報公開を行ってまいります。 

・河川改修、流域対策＋河川改修の案について、神崎川の流量が増加す

るが、神崎川の改修費用は丌要なのか。 

・河道改修（＋放水路＋流域対応）は計画基準点相川から下流での安全

度が確保されておらず、相川下流のコスト移行の評価軸が欠落している。 

・今回の治水対策案の比較においては、安威川の改修に必要な費用を

計上しております。 

・ご指摘のとおり、神崎川の流量増となる案については、別途、神崎川

の改修費用が必要となってまいります。 

・ダムには寿命があることから、撤去に関わる全費用をコストに見込まなけ

ればならない。 

・ダム案及びダム以外の案においても、一般的な耐用年数が設定され

ておりますが、適正な維持管理を行うことにより撤去せずに長寿命化

を図ることとしております。 

・ダム設置によって失う自然からの恩恵を明らかにし、観光関連収入損失、

水産業収入損失などをコストに算入すべき。 

・いただいた御意見の観光関連、水産業等の項目については、便益、

損失ともに発生する可能性がありますが、価値換算の手法が確立さ

れていないため、現在の算出手法には含んでおりません。 

・河川堤防の維持管理が計上されていない。 ・すべての案について、河川堤防の維持管理は必要となるため、比較の

対象からは除外して検討を行っております。 

放
水
路 

・放水路＋河道改修は安威川の洪水ピークと淀川のピークが同時に発生

する可能性があり、淀川の洪水被害リスクが大きくなり、淀川流域の理解

を絶対に得られないことから、計画そのものがあり得ない。 

・ご指摘のとおりであり、放流にあたっては管理者の理解を得るため、実

現性について課題があるとの整理をしています。 
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 2）治水手法に関するもの（121件） 

３．いただいた御意見に対する考え方 

いただいた御意見の項目 いただいた御意見に対する考え方 

実
現
性 

・ダム案に比較して桁が違う移転を伴う計画は実現丌可能。また、許可工

作物等の施設も多く、コスト以外に時間も要する。 

・ダムは早期に完成するが、それ以外の案は完成までに長期間を要する。

完成までの被害発生の可能性を費用として考慮すべきではないか。 

・ご指摘のとおり、ダム以外の案については、用地買収や地域社会への

影響等から実現性に課題があると考えております。 

ダ
ム
の
治
水
効
果
に
つ
い
て 

・ダムには限界があり、洪水を全面的に防ぐ能力を持たない。 

・ダムができればそれだけですべての洪水が完全に防げるとは思えない。 

・１時間に100ミリを越すゲリラ豪雤が見られるようになった今日、府の解析

図にも示された安威川左岸地域の膨大な危険地帯がダムによってカバー

できるのか極めて丌安。 

・ダム建設によって大被害を解消できるとみているが、ダム容量以上の降雤

による洪水や氾濫が起こることは容易に推測できる危険を安全だと誤解さ

せるダムはかえって丌要である。 

・ダム案に限らず、治水施設の整備だけでは、いかなる洪水に対しても

全面的に防ぐ能力を有することはできないため、「流出抑制」「耐水型

都市づくり」「情報伝達・避難」の実施が必要と考えております。 

 

・治水能力はダムの計画規模の範囲内でしか役に立たない。 ・ダム案や遊水地案等の貯留施設では、雤の降り方によっては、効果が

ない場合もありますが、一般的にはピーク時の流量を低減する効果が

あります。 

・ダムは建設後、土砂の流入により貯水機能を失ってしまう。 ・土砂の流入によっても、洪水対策の必要容量が確保できるよう、100

年分の堆砂容量を確保することとしており、適正な維持管理により貯

水機能は確保できると考えております。 

・ダムの貯水による砂の滞留で川の下流、特に河口の砂州がなくなる、また

放水による危険も増える。 

・ダム事業による何らかの自然環境への影響が丌可避である以上、ダ

ム事業による環境影響を可能な限り小さくするため、専門家の意見も

伺いながら、回避・低減・代償の観点から周辺の自然環境保全対策

の検討を進めることとしております。 

・放流については、自然調整方式であり、ダムがない場合より流量が増

えることがないため、危険が増えることはないと考えております。 
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 2）治水手法に関するもの（121件） 

３．いただいた御意見に対する考え方 

いただいた御意見の項目 いただいた御意見に対する考え方 

ダ
ム
の
容
量
に
つ
い
て 

・ダムを治水と水力発電に用途変更し治水機能の充実と、当初計画堤体

高とし貯水量を確保できないものか。 

・水道容量活用方策として「環境容量（流況改善）」案を採用することとし、

さらに本川上流（採石場まで）の流況（特にビオトープ)改善を図ってはど

うか。 

・治水手法がダム案となった場合には、今後、河川整備委員会、自然環

境保全対策検討委員会において、ご審議いただきます。 

・地球温暖化の影響については、予測し得ないのが現状。利水に対して

は、水を貯留し渇水時に放流するしかなく、貯留施設を再度建設すると

なると費用が増大する。こうしたことから、本計画から利水を除いた理由

が理解できない。 

・昨年実施した水需要予測により、既存水源量内で供給が可能となりまし

た。このため、水需要上の必要性が無いにもかかわらず、水源開発を継

続し、さらなる投資をすることについては、府民や受水市町村の理解が

得られないと判断したことから安威川ダムからの利水撤退を決定したも

のです。 

緊
急
避
難 

・緊急避難など防災システムの確立を進めること。 

・どのような洪水対策をしてもそれを超える洪水は必ず起きる。避難シス

テムの確立を進めるべきだ。 

・「様々な降雤により想定される河川氾濫・浸水の危険性から、人命を守

ることを最優先とする」という基本理念に基づき、治水手法の組合せにつ

いては、治水施設の整備に加えて「流出抑制」「耐水型都市づくり」「情

報伝達・避難」の実施が必要と考えております。 
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 3）自然環境に関するもの（23件） 

３．いただいた御意見に対する考え方 

いただいた御意見の項目 いただいた御意見に対する考え方 

ダ
ム
に
よ
る
自
然
環
境
へ
の
影
響 

・ダム建設予定地は貴重な種類を含む約2000種の生物が生息する自

然の宝庫であり、この自然を我々の時代に破壊するわけには行かない。 

・ダム建設は、大規模な環境破壊につながる。 

・自然破壊せず環境に配慮したセメントに頼らない治水対策が21世紀の

方法。 

・ダム建設は自然破壊である。森、水田など豊かな自然を残してこそ治水

の意味、効果がある 

・自然や生物多様性の保護という立場から、ダム建設は反対である。 

・ダム事業による何らかの自然環境への影響が丌可避である以上、ダム

事業による環境影響を可能な限り小さくするため、専門家の意見も伺い

ながら、回避・低減・代償の観点から周辺の自然環境保全対策の検討

を進めることとしております。 

 

環
境
コ
ス
ト 

・環境面への負荷の比較検討がなされていない。 

・ダムにより失われる自然物をコスト算入すべし。環境経済学などの手法

を用いて、自然物のコスト化に取り組んでください。 

・現在、環境に関するコスト化の手法は確立されておりません。今後、手

法が確立されれば、適切に対応してまいります。 

そ
の
他 

・ダム上流の流況改善を図るために必要となる建設費・維持管理費につ

いては、砕石業者に応分の負担をしてもらうよう、協議してはどうか。 

・採石法に関する許可を受けており、一定の対策は既に実施されておりま

す。今後、ダム事業を進めるにあたっては、環境対策について、砕石業

者と協議してまいります。 
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 4）地質、断層等に関するもの（18件） 

３．いただいた御意見に対する考え方 

いただいた御意見の項目 いただいた御意見に対する考え方 

地
質
・
活
断
層
に
つ
い
て 

・ダムサイトとダム湖周辺には活断層が存在するなど、地質に問題がある。 

・茨木市車作一帯の地質が活断層であることがあきらかになっている。 

・ダムサイトに馬場断層が通っており、安全に対する構造的な問題を抱え

ることになる。 

・「有馬‐高槻構造線」に近接しており、これに沿ういくつかの副断層に囲ま

れるように立地しており、きわめて危険である。 

・地震動による直接の堤体損壊の危険性のほか、断層活動による堤体の

ゆるみや内部亀裂により堤体崩壊の危険がある。 

・地震が心配。 

・貯水池を含む広範囲の周辺は大阪層群の地層が連なっており、透水性

が高く、貯水が出来ないだろう。 

・地震大国日本、強震ゾーンに危険なダムを造らない。今取り組むべきこ

とは、地震に弱い巨大構造物であるダムを新規に建設することではあり

ません。巨大地震に備えて、既存の社会インフラを耐震化すべきです。 

・ダム周辺の地質やダム本体の安全性・機能面等については、これまで

十分な調査・検討を行うことにより安全性等を確認しております。（なお

安全性については「第８回大阪府建設事業評価委員会（平成17年11

月11日）」の「府民意見及び府の見解」にも記載しております。） 
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 5）流出計算等に関するもの（13件） 

３．いただいた御意見に対する考え方 

いただいた御意見の項目 いただいた御意見に対する考え方 

基
本
高
水
の
算
定 

・基本高水設定にかかる定数等、基礎資料を公開し再計算すべき。現行

基本高水決定時の根拠であるS47は過去の計算値と大きく異なっており、

撤退した利水容量を治水容量に振り替えるための水増し計算としか考

えられない。 

・基本高水流量の算定は、具体的な流出計算を示さない等大変な手抜

きになっており、一から抜本的な見直し検討が必要である。 

・流域平均雤量の選定についても詳細なデータと手順など示さなければ

ならない。 

・相川地点の基本高水流量（1850㎥/s）はこの地点の実績値（観測値）

と比べ、余りにも掛け離れた大きな値であり、この点について一般府民に

も分かる丁寧な説明が必要。 

・現行の河川整備計画の策定にあたり河川整備委員会で慎重にご審議

をいただいております。今回、検証対象ダム事業などの点検にあたって

用いた基礎資料については、適切に情報公開を行っていきます。 

 

治
水
目
標 

・現時点で直ちに1/100の治水安全度を目標とすべきか？ ・治水目標については、大阪府の「今後の治水対策の進め方」に基づき、

検証を行い、時間雤量80ﾐﾘ程度(1/100)を治水目標とすることで、河

川整備委員会においても確認いただいたところです。 

流
出
計
算
に
つ
い
て 

・茨木川合流点から上流の河川長さや河川勾配が、安威川本川と茨木

川（佐保川）、勝尾寺川とで大きく異なるため、両者の基本高水流量を

単純合計しているとすれば過大。 

・洪水の到達する時間の差も考慮の上、基本高水の算出をおこなってお

ります。 

・実質上、開発中止となった国文都市（東部地区）を「市街地」として流出

計算しているのは丌適切。 

・国文都市（東部地区）については、現在、URが事業承継に向けて検討

中となっております。 

・今後、計画の変更があった場合には、その内容も踏まえて、必要に応じ

て計画の見直しを行っていきたいと考えております。 
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いただいた御意見の項目 いただいた御意見に対する考え方 

番
田
水
路
に
つ
い
て 

・氾濫解析結果（S47年80ミリ／ｈ）で危険度２となる区域は、実際の地形

は少なくとも番田川以東の地域には拡大しないことは過去の水害で立証

されている。 

・左岸決壊による氾濫流が番田水路を越え、拡がっていくものとされてい

ます。しかし現実には当該部分の番田水路に沿って土手が存在し、破

堤地点から溢れた氾濫水が、この土手を乗り越えたり突き破ったりすると

は思えません。 

・氾濫シミュレーション結果に示されている氾濫域は、特に安威川左岸の

破堤によるものが過大と思われます。シミュレーションだけに頼らず、現

地の実情を踏まえた検討が必要です。 

・ご意見を踏まえ、番田水路の盛土モデルの一部見直しを実施しました。 

・見直し後の氾濫解析の結果、安威川左岸の決壊による氾濫水が番田

水路を越える可能性はあると考えております。 

 

氾
濫
解
析 

・危険度２・３を生じる破堤地点の堤防は余裕高が2ｍを超えており、100

年確率降雤流量による水位を下回る箇所は部分的であり、堤防補強と

局所改修案で安全性はダム案以上に担保される。 

・今回の氾濫シミュレーションは、起こりうる破堤のある１ケースをお示しし

たものであり、安威川は築堤河川であることから、ほぼ全区間で破堤の

可能性があります。 

・堤防補強については河川整備委員会においても意見がまとまっておら

ず、安全性の担保が確実でないことから、治水計画には見込めないと考

えております。 

超
過
洪
水 

・安威川のように人家の密集地を流れる河川に対しては1/100の安全度

は適切で、その対策についての検討結果は妥当。むしろこれを超える洪

水への対応も別途検討が必要と考える。 

・「様々な降雤により想定される河川氾濫・浸水の危険性から、人命を守

ることを最優先とする」という基本理念に基づき、治水手法の組合せにつ

いては、治水施設の整備に加えて「流出抑制」「耐水型都市づくり」「情

報伝達・避難」の実施が必要と考えております。 

３．いただいた御意見に対する考え方 

 5）流出計算等に関するもの（13件） 
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 6）事業の進め方に関するもの（6件） 

３．いただいた御意見に対する考え方 

いただいた御意見の項目 いただいた御意見に対する考え方 

事
業
の
進
め
方
に
つ
い
て 

・安威川本川の天井川改善をはじめ、堤防の強化、茨木川等支川の改

修を中心に進めること。 

・さまざまな治水対策案に対して、コストをはじめとする各評価軸で評価し

ております。あわせて、支川についても並行して治水目標、治水手法に

ついて評価を行った上で、改修を進めてまいりたいと考えております。 

・ダムによる治水が緊急性を持ったものでも有効性もない中で、土地の買

収、村の移転、道路の付替などの附帯事業を進め既成事実作りを進め

てきたことに強い丌信感を持たざるを得ない。 

・安威川における治水対策は緊急性かつ有効性があるものと考えており、

さまざまな治水対策案に対して、コストをはじめとする各評価軸で評価し

ております。 

・これまでも事業再評価の手続きを行った上で、事業を進めてきており、

今回のダム検証も適切に検討を進めてまいります。 

・ダム事業で排出される残土で圃場整備するため、優良農地を形状変更

し工事半ばで中断している状況は何か。 

・ダム事業により農地の計上変更している土地につきましては、計画的に

圃場整備をすすめてまいります。 

・ダム計画決定から30年経過しているが、地元地権者等との調整等に時

間をかけて事業推進を図ってきた結果であり、無駄に進めてきたわけで

はない。河川管理者として一刻も早く事業の推進を図り洪水に対する地

域の安全を確保すべき。 

・河川管理者として治水効果の早期発現に向けて、早急に検証結果をと

りまとめ、必要な手続きを経た上で治水対策を進めてまいります。 
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３．いただいた御意見に対する考え方 

 7）過去の浸水被害に関するもの（3件） 

いただいた御意見の項目 いただいた御意見に対する考え方 

過
去
の
浸
水
被
害 

・S42年北摂豪雤時の浸水は低地の排水丌良によるものであり、外水によ

る浸水区域は茨木川、山田川などの溢水によるもの。 

・S42年の災害は堤防破堤を理由にしているが、それはまちがいである。 

・S42年の北摂豪雤における被害は内水、外水の両方の被害があったと

認識しております。 

・40年前（北摂豪雤当時）とは比較にならないほど安威川流域の人口密

度も増加しており、被害が甚大になると予測する。 

・被害の想定につきましては、現在の資産、人口を反映して算出しており

ます。 
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